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                                   全20診療科 

 

 

設 置 根 拠 

労働者災害補償保険法第29条第1項第1号、第3項 

独立行政法人労働者健康安全機構法第12条第1項第1号 

独立行政法人労働者健康安全機構業務方法書第6条、第7条 

所 掌 事 務 

1 労働者災害補償保険に係る労働保険の保険関係の成立している事業の事業主（以

下「事業主」という。）に使用される労働者であって被災労働者等であるものに対

する一般診療を基盤とした労災疾病に関する高度・専門的医療の提供 

2 労働基準監督署長の委託を受けて行う労働者の業務上の事由又は通勤による負

傷又は疾病に係る認定検査 

3 事業主に使用される労働者であって労働安全衛生法施行令（昭和47年政令第318

号）第22条に規定する有害な業務又はじん肺法施行規則（昭和35年労働省令第6号）

第2条に規定する粉じん作業に従事するもの及び労働安全衛生法（昭和47年法律第

57号）第67条第1項の規定により健康管理手帳の交付を受けた者に対する健康診断 

4 健康保険その他の社会保険の患者及び社会保障関係の患者に対する診療 

情報公開・

個人情報 

保護窓口 

1 情報公開窓口 

担当：総務課 

TEL（0897）33－6191（代表）  FAX（0897）33－6169 

(注) 愛媛労災病院が保有する法人文書について、直接来所して開示請求する

ことができます。ただし、郵送により開示請求する場合は、下記の本部（総

務課）あて郵送することになります。 

担当：独立行政法人労働者健康安全機構（本部）総務課 

〒211－0021 神奈川県川崎市中原区木月住吉町 1番 1号 

TEL（044）431－8600 

 

2 個人情報保護窓口 

担当：総務課 

TEL（0897）33－6191（代表）  FAX（0897）33－6169 

E-mail：shomuka@ehimeh.johas.go.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ 

情報公開 http://www.johas.go.jp/jyoho/tabid/522/Default.aspx 

個人情報保護 http://www.johas.go.jp/kojinjoho/tabid/539/Defauit.aspx 
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